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第１章 計画の概要 

１ 計画策定の背景と趣旨 

少子化の流れが進む中、藤沢市では、平成 15 年の「次世代育成支援対策推進法」の制定を

受け、平成 16 年に「藤沢市次世代育成支援行動計画」（前期基本計画：平成 17 年度～平成

21 年度）を策定し、“愛と信頼にあふれ 子どもが健やかに育つまち ふじさわ”の実現をめ

ざして、子育て支援と子どもの健全育成のための諸事業に総合的、計画的に取り組んできまし

た。 

しかし、前期計画の策定以降、経済情勢や雇用情勢の悪化、ライフスタイルの変化などの社

会環境の変化に伴って、子育てや子どもを取り巻く状況も大きく変化しており、一段の子育て

支援が求められています。 

このため、国では、平成 19 年に掲げた「こどもと家族を応援する日本・重点戦略」をもと

に、「働き方の見直しによる仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）1の実現」とその

ための社会的な基盤となる「包括的な次世代育成支援の枠組みの構築」について、今日に至る

まで様々な議論が進められ、その結果をふまえた「次世代育成支援行動計画 後期計画策定の

指針」が平成 21 年 3 月に発表されました。さらに、この戦略を受けて児童福祉法の一部改正

など関連法制度の見直しが進められてきました。 

本市においても、このような動きに呼応し、平成 21 年度を「子ども政策推進元年」と位置

づけ、次代を担う子どもたちと子育て家庭の支援に関する一層の取り組みをめざすものとして

います。 

こうした背景の中、前期計画が平成 21 年度に終了することから、前期での取り組み実績や

成果を検証するとともに、市民の子育てにかかわる意識やニーズの変化をとらえ直した上で、

新たなまちづくりの総合的な指針となる「新総合計画」との整合をはかりながら、後期に向け

より一層重点的、計画的な取り組みを進めるため、「藤沢市次世代育成支援行動計画」（後期基

本計画、平成 22 年度～26 年度）を策定するものです。 
 

２ 計画の性格・位置づけ 

この計画は、「次世代育成支援対策推進法」に定める市町村行動計画の後期計画となるもの

であり、平成 22 年度からの５か年において重点的に取り組むべき施策の方向を定めるもので

す。 

また、計画の推進にあたっては、実効性ある効果的な取り組みが行えるよう、本市のまちづ

くりの総合指針である「新総合計画」をはじめ、「藤沢市地域福祉計画」など関連計画との連

携をはかるものとします。 

                                                  
1 ワーク・ライフ・バランス：「仕事」か「仕事以外の生活」かという二者択一ではなく、「仕事」と「仕事以外の生

活」（子育てや親の介護、地域活動など）との調和が取れている状態を指す。 
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 ■ 計画の位置づけ ■ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 計画の期間 

この計画の期間は、次世代育成支援対策推進法に基づく後期計画として平成 22 年度（2010

年度）から平成 26 年度（2014 年度）までの５か年とします。 

なお、今後の社会・経済情勢や子どもを取り巻く環境の変化など、本市の状況に迅速かつ的

確に対応できるよう、必要に応じて内容の見直しを行うものとします。 

 
■ 後期計画の期間 ■ 

 
2005 年度 
(平成 17 年度) 

2006 年度 
(平成 18 年度) 

2007 年度 
(平成 19 年度) 

2008 年度
(平成 20 年度)

2009 年度
(平成 21 年度)

2010 年度
(平成 22 年度)

2011 年度
(平成 23 年度)

2012 年度 
(平成 24 年度) 

2013 年度 
(平成 25 年度) 

2014 年度
(平成 26 年度）

          
前期計画      

          
    見直し 後期計画 

 

国・県の関連計画

(その他の主な関連計画分野)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

等  

住 宅 

都 市 計 画 

教育・文化 

スポーツ振興 

生 涯 学 習 

男女共同参画 

次世代育成支

援対策推進法 

（平成26年度ま

での時限立法）

藤沢市新総合計画 

基本理念と 2030 年にめざす都市ビジョン 

(上位計画) 

次世代育成支援行動計画 

後期計画 

母子保健計画 母子家庭等自立促進計画 

(保健福祉・青少年育成分野の関連計画)

障害福祉計画 2011

保育所整備計画 
（ガイドライン） 

地域福祉計画 

高齢者保健福祉画 
（介護保険事業計画）

障害者計画2010 

青少年育成の基本方針 
(基本計画) 

健康増進計画 

食育推進計画 
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４ 策定経過 

後期計画の策定に際して、子どもや子育てをめぐる市民の生活実態や意識、支援ニーズを把

握するため、平成 21 年 4 月に、就学前児童・就学児童をお持ちの世帯（各 3,000 世帯、計

6,000 世帯）を対象とする「次世代育成支援に関するアンケート調査」を、また、５月には

市内の学校に通う中学生（3 校、505 人）及び高校生（2 校、531 人）を対象にアンケート

調査を実施しました。 

一方、庁内では、これらアンケート調査の結果をもとに子どもや子育て家庭をめぐる実情や

市民の意識、ニーズを把握しながら、関係部署ごとに前期計画に掲げた施策・事業の全般にわ

たり達成状況を総合的に点検・評価し、後期における施策・事業のあり方を検討してきました。 

これらの基礎的な調査結果をもとに、市民、学識経験者、関係機関、子育て関係団体などか

ら構成される「藤沢市次世代育成支援施策推進委員会」を中心に多面的な検討を加え、後期計

画として取りまとめを行いました。 

また、市民参画による計画づくりの一環として、平成 21 年 11 月から 12 月までの１か月

間をかけてパブリックコメントを実施し、広く市民の意見を聴取し計画内容への反映に努めま

した。同時に、同年 11 月に、子育て応援メッセとシンポジウムをそれぞれ開催し、後期計画

の内容について広く市民への周知をはかる機会とするとともに、子育て支援などにかかわる意

見の聴取に努めました。 
 

 ■ 計画策定のフロー ■ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

意見反映  意見反映  

子どもや子育てをめぐる市民の生活行
動・意識や施策ニーズ等の把握 

庁内での年度ごとの
計画進行管理の結果

前期計画に基づく関連施策・事業の実
績（達成度）評価

藤沢市次世代育成支援施策
推進委員会等での進行管理

庁内関係部署による前期計画の達成度評価（自己

評価）と後期に向けた各施策・事業の課題整理 

●就学前児童、就学児童のいる世帯を
対象としたアンケートの実施 

●市内の中学生・高校生を対象とした
アンケートの実施 

次世代育成支援
対策にかかわる
国・県の動向把握

対象児童数の推計と平成 26 年度
におけるサービス目標量の設定 

後期計画としての主要課題の設定とめざす目標、施策方向性等の検討 

後期計画素案の最終内容調整、確定 

後期計画素案の作成と次世代育成支援施策推進委員会等での協議 

計画骨子案によるパブリッ
クコメントの実施 

(市民の意見聴取） 

●シンポジウムの開催 
●子育て応援メッセの開催 

藤沢市をとり
まく社会的経
済的環境変化
の把握 
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※資料：市経営企画課「藤沢市将来人口推計」

（人、世帯）

379,185 396,014 406,428
350,330

416,278
368,651

182,521171,719161,232148,455137,993124,261

2.28

2.82
2.67

2.55 2.46

2.37

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

平成2年 7年 12年 17年 22年 27年

（人）

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

人口 世帯数 １世帯当たり人員

17.6 15.1 14.2 14.1 13.6

63.9

9.1 11.0 13.6 16.5 20.0 23.7

12.5

66.469.472.273.873.1

0%

20%

40%

60%

80%

100%

平成2年 7年 12年 17年 22年 27年

0～14歳 15～64歳 65歳以上

 

第２章 子どもと家庭をめぐる動向 

１ 人口・世帯数等の動向 

（１）人口・世帯数の動向 ～人口増の中での一層の世帯規模の縮小化 

本市の人口、世帯数は、ともに増加傾向で推移を続けており、平成 22 年以降も引き続

き増加していくものと予想されます。 

一方、一世帯あたりの人員は、減少基調で推移しており、引き続き単身世帯や核家族が

増加していくと考えられます。 

 
   ■ 人口・世帯数の推移（平成 2～17 年）と推計（平成 22～27 年） ■ 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

（２）年齢３区分別人口の動向 ～少子高齢化の一層の進行 

本市の年齢３区分別人口は、0～14 歳の年少人口の減少と 65 歳以上の高齢者人口の

増加により、少子高齢化が一層進行するものと考えられます。 

 
     ■ 年齢３区分別人口構成比の推移（平成 2～17 年）と推計（平成 22～27 年） ■ 

 
 
 
 
 
 
 

※資料：市経営企画課「藤沢市将来人口推計」
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304
685 820 868 914 841

1,853

2,790 2,909

3,219
3,050 2,832

943

14474

0

1,000

2,000

3,000

4,000

０歳 １歳 ２歳 ３歳 ４歳 ５歳

(人）

保育所 幼稚園 在家庭その他

16.6 23.1

66.683.4

10.2

0.0

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0～2歳 3～5歳

（構成比）（年齢別実人数）

 

２ 児童の状況 

（１）児童人口の動向 ～再び減少化が進む児童人口 

本市における児童人口（19 歳以下の人口）の動向を国勢調査結果でみると、一貫して

減少傾向が続いており、平成 12 年から平成 17 年の５か年では、75,975 人から 74,981

人へと、約 1,000 人減少しています。 

コーホート要因法による推計結果では、平成 22 年にかけてほぼ横ばいで推移した後、

再び減少基調に転じ、平成 27 年には 72,651 人となることが見込まれています。 
 

■ 19 歳以下人口（５歳階級別）の推移（平成 12～17 年）と推計（平成 22～27 年） ■ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）就学前児童の状況 

就学前児童の保育状況（平成 21 年５月現在）をみると、３歳未満では全体の約 17％

が保育所に通っていますが、大多数は家庭などで育児が行われている状況です。 

３歳以上となると、幼稚園が約 67％、保育所が約 23％となっており、保育所、幼稚

園の利用率はともに５年前よりも高くなっています。 
 

■ 就学前児童の状況（平成２１年５月１日現在） ■ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

※資料：市経営企画課「藤沢市将来人口推計」

(人）

18,794 18,534 17,573 15,674

17,353 18,139 19,229
18,604

22,070 19,230 19,694
20,754

17,758 19,078 18,404 17,619

0

20,000

40,000

60,000

80,000

平成12年 17年 22年 27年

0～4歳 5～9歳 10～14歳 15～19歳

(75,975) (74,981) (74,900) (72,651)

※資料：市保育課（市内認可保育所は平成 21 年 5 月 1 日、その他保育所は 4月 1 日）
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３ 出生の状況 

（１）出生数の推移 

平成 10 年以降の本市の出生数は、平成 17 年で一時減少したものの、その後は、緩や

かな増加傾向にあります。 

 

  ■ 出生数の推移 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）合計特殊出生率の推移 

合計特殊出生率（一人の女性が生涯に産む平均子ども数）は、県平均をやや上回るもの

の、一貫して全国平均を下回る水準で推移しています。 

これまで続いた減少傾向は、平成 17 年を境に緩やかな増加傾向に転じ、平成 19 年現

在では、1.25（全国平均 1.34）となっています。 

 
   ■ 合計特殊出生率の推移 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※資料：県「衛生統計年報」

（人）

3,627

3,538

3,677

3,801
3,7753,786

3,776

3,806

3,728
3,742

3,400

3,500

3,600

3,700

3,800

3,900

4,000

平成10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年

※資料：厚生労働省「人口動態統計」

1.13

1.22

1.39

1.34

1.21

1.15

1.25

1.23
1.22

1.34

1.28
1.27

1.23
1.22

1.20

1.17
1.18

1.21

1.25

1.23

1.28

1.25

1.32

1.26

1.291.29

1.32
1.33

1.361.34

1.10

1.20

1.30

1.40

平成10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年

藤沢市 神奈川県 全国
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（３）母親の年齢（５歳階級）別にみた出生数と合計特殊出生率 

出産年齢のピークは、かつての 25～29 歳から近年では 30～34 歳へとシフトしてい

ます。また、20 歳代での出産の減少の一方で、35 歳以上での出産が増加していること

が目立ちます。 

 

■ 母親の年齢（5 歳階級）別にみた出生数（全国値） ■ 

単位：人 

区 分 
昭和 

45 年 
 

55 年 
平成 

2 年 
 

7 年 
 

12 年 
 

16 年 
 

17 年 
 

18 年 
 

19 年 

14 歳以下 12 14 18 37 43 45 42 41 39

15～19 歳 20,165 14,576 17,478 16,075 19,729 18,546 16,531 15,933 15,211

20～24 歳 513,172 296,854 191,859 193,514 161,361 136,486 128,135 130,230 126,180

25～29 歳 951,246 810,204 550,994 492,714 470,833 370,220 339,328 335,771 324,041

30～34 歳 358,375 388,935 356,026 371,773 396,901 415,903 404,700 417,776 412,611

35～39 歳 80,581 59,127 92,377 100,053 126,409 150,222 153,440 170,775 186,568

40～44 歳 9,860 6,911 12,587 12,472 14,848 18,790 19,750 21,608 24,553

45～49 歳 523 257 224 414 396 483 564 522 590

50 歳以上 25 1 0 0 6 16 34 9 19

総 数 1,934,239 1,576,889 1,221,585 1,187,064 1,190,547 1,110,721 1,062,530 1,092,674 1,089,818

※総数には母の年齢不詳を含む。 

 

■ 母親の年齢（5 歳階級）別にみた合計特殊出生率（全国値） ■ 

 

区 分 
昭和 

45 年 
 

55 年 
平成 

2 年 
 

7 年 
 

12 年 
 

16 年 
 

17 年 
 

18 年 
 

19 年 

15～19 歳 0.0209 0.0189 0.0180 0.0185 0.0269 0.0275 0.0253 0.0250 0.0246

20～24 歳 0.5184 0.3855 0.2357 0.2022 0.1965 0.1859 0.1823 0.1871 0.1831

25～29 歳 1.0515 0.9140 0.7031 0.5880 0.4967 0.4388 0.4228 0.4353 0.4341

30～34 歳 0.4314 0.3529 0.4663 0.4677 0.4620 0.4364 0.4285 0.4516 0.4614

35～39 歳 0.0984 0.0666 0.1079 0.1311 0.1572 0.1755 0.1761 0.1886 0.2025

40～44 歳 0.0133 0.0083 0.0113 0.0148 0.0194 0.0239 0.0242 0.0286 0.0305

45～49 歳 0.0008 0.0003 0.0003 0.0004 0.0005 0.0006 0.0008 0.0007 0.0008

総 数 2.13 1.75 1.54 1.42 1.36 1.29 1.26 1.32 1.34

※母の年齢階級別の数値は各歳別出生率を合計したものであり、算用に用いた 

  出生数の 15 歳及び 49 歳にはそれぞれ 14 歳以下、50 歳以上を含んでいる。  
 

※資料：厚生労働省「人口動態統計」

※資料：厚生労働省「人口動態統計」
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４ 婚姻の状況 

（１）婚姻・離婚率の推移 

本市の婚姻率は、国と県のほぼ中間の水準にあって、直近では 6.0（人口千人対）程度

で推移しており、平成 18 年には全国的な傾向にあるように本市でも上昇する徴しが見受

けられます。 

一方、離婚率は、平成 14 年以降、全国的に緩やかな下降傾向に転じています。本市で

は、この間、振幅を繰り返して推移してきましたが、平成 18 年では 1.96（人口千人対）

となり、国、県を下回る水準となっています。 

 

  ■ 婚姻率の推移（人口千人対） ■ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ■ 離婚率の推移（人口千人対） ■ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※資料：県「衛生統計年報」

（人）

6.6
6.8

6.8

6.6

6.8

6.5

6.2

6.0

6.2

6.56.56.5

6.8
7.0

7.37.3

7.0

7.3

5.8
5.75.7

5.9
6.0

6.46.4

6.1
6.3

5.0

6.0

7.0

8.0

平成10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年

藤沢市 神奈川県 全国

（人）

2.12

2.25

2.04

1.96

2.07

2.24

2.13

2.11

1.86

2.11

2.12

2.03

2.22 2.13

2.30
2.362.34

2.24

2.122.11

2.10

1.94

2.00

2.27

2.30

2.082.15

1.80

2.00

2.20

2.40

平成10年 11年 12年 13年 14年 15年 16年 17年 18年

藤沢市 神奈川県 全国
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（２）平均婚姻年齢の推移 

平均婚姻年齢については、全国、神奈川県と同様上昇傾向にあり、男性については、平

成 18 年でいったん低下しましたが、平成 19 年には 32.3 歳と過去最高となっています。 

女性についても、平成 18 年でいったん低下しましたが、平成 19 年には 30.0 歳と、

晩婚化が続いています。 

 

■ 平均婚姻年齢の推移 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※資料：厚生労働省「人口動態統計」、県「衛生統計年報」

（歳）
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（夫）

藤沢市 神奈川県 全国
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（妻）

藤沢市 神奈川県 全国
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５ 就業の状況 

（１）就業率の推移 

平成 17 年の 15 歳以上人口の就業率は 55.7％、男女別では、男性が 67.9％、女性が

43.6％となっています。平成２年以降の就業率の推移をみると、女性ではやや上昇傾向

が見受けられますが、男性では平成２年からの 15 年間で 10 ポイントほど低下してきて

います。 

 
■ 就業率の推移 ■ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

※資料：市「統計年報」 

（２）年齢別就業率 

前回調査があった平成 12 年と比較すると、昨今の雇用情勢の変化を背景に、男性の就

業率に変化が見受けられ、特に 40～44 歳において就業率の低下が目立ちます。 

一方、女性の年齢別就業率の状況では、50 歳代前半で最大となり、次いで、20 歳代

後半と続いています。30 歳代で大きく低下し、40 歳代以降で再び上昇するというＭ字

形を形成しています。30 歳代は、出産や子育てで一旦仕事を辞め、子育てが一段落した

後に再就職する女性が多いことを示しています。 

 

 ■ 年齢別就業率（平成 17 年） ■ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※資料：市「統計年報」 
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６ 産業・地域の状況 

（１）就業者数の推移 

本市の就業者数は、187,981 人（平成 17 年国勢調査）で、近年はほぼ横ばいです。 

一方で、就業者全体に占める女性就業者の割合は 38.6％となり、女性の就業が着実に

増加している状況が示されます。 

 
   ■ 就業者数の推移 ■ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※資料：国勢調査 

（２）産業別就業者数の推移と推計 

就業者数を産業別の構成比でみると、平成 17 年国勢調査では第一次産業が 1.6％、第

二次産業が 27.7％となっており、とりわけ、第二次産業の減少が顕著で、平成 12 年に

比べて６ポイントほど低下しています。 

その一方で、第三次産業は年々増加を続け、平成 17 年では 66.9％とほぼ 3 人に 2 人

が従事しています。 
 

■ 就業構造(産業別就業人口構成比)の推移（平成 12～17 年）と推計（平成 22～27 年） ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ※上記は、「分類不能」を除く 
※資料：市経営企画課「藤沢市将来人口推計」
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（％）

20

25

30

35

40

45

50

総数 女性就業者の割合

（％）
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（３）通勤先・通学先の状況 

市内に居住する通勤者の勤務先の状況をみると、就業者全体の約半数が市内勤務であり、

そのほかでは、神奈川県内の各市町村が 33.1％、東京都が 15.1％となっています。また、

学生についても約半数が市内に通学し、32.2％が神奈川県内の各市町村に、16.7％が東

京都に通っています。県内の内訳でみると、通勤者、通学者ともに横浜市が最も多く、鎌

倉市が次いでいます。 

     ■ 通勤先・通学先の状況（平成 17 年） ■ 

単位：人、％    

通 勤 通 学 総 数 
通勤・通学先 

人 数 構成比 人 数 構成比 人 数 構成比

藤沢市内 95,718 50.9 11,364 50.0 107,082 50.8 

神奈川県内 62,297 33.1 7,304 32.2 69,601 33.0 

横浜市 25,749 13.7 2,561 11.3 28,310 13.4 

鎌倉市 8,442 4.5 1,613 7.1 10,055 4.8 

茅ヶ崎市 4,912 2.6 712 3.1 5,624 2.7 

川崎市 3,543 1.9 320 1.4 3,863 1.8 

大和市 3,392 1.8 115 0.5 3,507 1.7 

平塚市 2,973 1.6 606 2.7 3,579 1.7 

綾瀬市 2,683 1.4 107 0.5 2,790 1.3 

厚木市 1,997 1.1 213 0.9 2,210 1.0 

内 
 

訳 

その他 8,606 4.6 1,057 4.7 9,663 4.6 

東京都 28,306 15.1 3,789 16.7 32,095 15.2 

その他都道府県 1,660 0.9 254 1.1 1,914 0.9 

計 187,981 100.0 22,711 100.0 210,692 100.0 

※資料：国勢調査 

（４）昼夜間人口の推移 

昼夜間人口の状況をみると、流入人口と流出人口の差は拡大傾向にあり、平成 17 年で

は 20,197 人の流出超過、昼夜間人口比率 2は 94.9％となっています。 
 

■ 昼夜間人口の推移 ■ 

 

流入人口[B] 流出人口[C] 
流出 
超過 

 

年 次 

夜間人口 

(常住人口) 

[A] 

昼間人口 

[A]+[B]-[C] 
総数 就業者 通学者 総数 就業者 通学者 [C]-[B]

昼夜間

人口比

率 

平成17年 395,997 375,800 84,405 66,530 17,875 104,602 92,263 12,339 20,197 94.9

平成12年 379,119 359,560 84,773 66,294 18,479 104,332 90,567 13,765 19,559 94.8

平成７年 368,250 345,432 86,084 65,878 20,206 108,902 91,690 17,212 22,818 93.8

平成２年 349,502 331,397 81,886 62,565 19,321 99,991 82,163 17,828 18,105 94.8

昭和60年 328,299 315,368 72,133 55,704 16,429 85,064 70,218 14,846 12,931 96.1

※資料：市「統計年報」

                                                  
2 昼夜間人口比率：常住人口（夜間人口）に対する昼間人口の割合を示す指標であり、職住の分離や通勤通学の流出

入などを把握する手がかりとなる。 

  単位：人、％
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第３章 前期計画の達成度と後期の主要課題 

１ 前期計画の達成度評価 

前期計画では、「愛と信頼にあふれ 子どもが健やかに育つまち ふじさわ」を将来像（基

本理念）に掲げるとともに、この実現に向け「１ 地域における子育ての支援」「２ 親子の

健康の確保及び増進」「３ 豊かな心を育む教育環境の整備」「４ 子育てしやすい生活環境の

整備」「５ 仕事と家庭との両立の推進」「６ 援助が必要な児童への取り組みの推進」の６つ

の基本目標を定め、これまで追加事業を含めた１63 事業を積極的に進めてきました。 

特に、重点的な取り組み課題である特定 14 事業のうち、次の 10 事業については、毎年、

重点的に取り組んできました。 

また、これら事業の進捗状況については、毎年度、庁内関係部署による評価結果をもとに、

「藤沢市次世代育成支援施策推進委員会」での進行管理を行いながら、市民に対し広報などを

通じて周知をはかってきました。 
 

■ 特定 10 事業にかかわるこれまでの取り組み ■ 
 

事業区分 前期での取り組み内容 

①通常保育事業 待機児童の解消をめざした保育所定員の拡大・充実 

②延長保育事業 通常開所時間外の保育ニーズに対応する保育所の拡大 

③夜間保育事業 
保護者の労働などによる夜間の保育ニーズに対応する保育

所の増設 

④休日保育事業 
保護者の労働などによる日曜日・祝日の保育ニーズに対応す

る保育所の設置 

⑤放課後児童健全育成事業

（児童クラブ） 

労働などにより保護者が昼間家庭にいない児童を対象に、適

切な遊び場や生活の場の提供 

⑥乳幼児健康支援一時預か

り事業(施設型) 

保育所に通所中の児童などが病気（回復期）で集団保育の困

難な期間に、児童を保育所・病院などの専用スペースでの一

時的な保育の充実 

⑦一時保育事業 

週１日～３日までの就労及び就学、冠婚葬祭、保護者の疾

病・入院などで、緊急の場合や一時的に保育を必要とする児

童へ対応 

⑧ファミリー・サポート・ 

センター事業 

育児などの援助をしたい方と受けたい方で構成する会員制

の有償ボランティアによる子育て援助活動の促進 

⑨地域子育て支援センター 

事業 
地域での育児相談や子育てサークルの支援などの充実 

⑩つどいの広場事業 
主に乳幼児（特に０～３歳児）がいる子育て中の親子の交流、

集いの場を提供する「つどいの広場」の設置促進 
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   ■ 次世代育成支援行動計画に掲げる１０事業の達成状況 ■ 

 

事 業 名 
平成 20 年度までの 

進捗状況 

平成 21 年度までの

数値目標 

①通常保育事業 定 員 4,042 人 4,266 人 

30 分延長 4 か所 4 か所 

1 時間延長 28 か所 26 か所 

2 時間延長 2 か所 3 か所 
②延長保育事業 

3時間延長 1 か所 1 か所 

設置数 1 か所 2 か所 
③夜間保育事業(藤沢ベビーセンター) 

定 員 30 人 60 人 

④休日保育事業（キディ） 設置数 1 か所 1 か所 

設置数 43 か所 35 か所 ⑤放課後児童健全育成事業 

（児童クラブ） 定 員 2,805 人 2,240 人 

設置数 1 か所 1 か所 ⑥乳幼児健康支援一時預かり事業 

〈施設型〉（キディ） 定 員 4 人 5 人 

設置数 8 か所 8 か所 
⑦一時保育事業 

定 員 80 人 80 人 

⑧ファミリー・サポート・センター事業 設置数 1 か所 1 か所 

⑨地域子育て支援センター事業 設置数 2 か所 3 か所 

⑩つどいの広場事業 設置数 2 か所 3 か所 

 
このほか、子育て支援事業をさらに拡充するため、前期計画の策定以降、次のような事業を

新たに進めてきました。 
 

①小児医療費の入院・通院医療費助成の対象拡大 

平成 21 年４月から小児医療費助成の対象を小学６年生まで拡大 

②妊婦健康診査の推進 

妊娠中の健康管理をはかる妊婦健康診査の実施回数を平成 20 年 10 月から年５回を

10 回に、さらに平成 21 年４月から 14 回に拡大 

③特定不妊治療助成費の拡大 

不妊治療を必要とする夫婦に対し、経済的負担の軽減をはかるために治療費の助成

を平成 20 年 10 月から年１回を２回に拡大 

④保育料の免除及び助成の拡大 

保育所または幼稚園に同時に３人以上の子どもが在園している家庭に、第３子以降

の保育料の免除及び助成を拡大 

⑤認可外保育施設利用者への助成 

認可保育所の入所要件を満たしているが入所できず、認可外保育施設を利用してい

る児童の保護者を対象に、平成 20 年度から助成を実施 
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また、後期計画の策定に際しては、前期におけるこれまでの取り組み結果を総括し、後期に

向けた施策課題を再検討するため、前期計画の６つの基本目標ごとに体系化した関連施策・事

業のすべてについて、当初目標に対する前期達成状況の評価作業を実施しました。 

評価方式は、５段階方式による所管部署それぞれの自己評価とし、進捗状況が 90％以上を

「Ａ」、70％～90％未満を「Ｂ」、50％～70％未満を「Ｃ」、30％～50％未満を「Ｄ」、30％

未満を「Ｅ」として評価を行った結果は、以下のとおりであり、Ａ評価が関連事業 156 事業

の 70％、Ｂ評価が 25％と、概ねすべての施策・事業にわたり、当初の目標に近い水準に達

していることが示されます。 

 

■ 前期計画に掲げた施策・事業の達成状況（６つの基本目標別の自己評価結果） ■ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 

評価

基本目標 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合 件数 割合

１　地域における子育ての支援 30 71% 8 19% 4 10% 0 0% 0 0% 42

２　親子の健康の確保及び増進 18 72% 5 20% 2 8% 0 0% 0 0% 25

３　豊かな心を育む教育環境の整備 22 71% 8 26% 1 3% 0 0% 0 0% 31

４　子育てしやすい生活環境の整備 13 62% 8 38% 0 0% 0 0% 0 0% 21

５　仕事と家庭との両立の推進 3 43% 4 57% 0 0% 0 0% 0 0% 7

６　援助が必要な児童への取り組みの推進 13 76% 3 18% 1 6% 0 0% 0 0% 17

追加事業等 10 77% 3 23% 0 0% 0 0% 0 0% 13

合計 109 70% 39 25% 8 5% 0 0% 0 0% 156

Ｅ
事業数

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

A評価, 70

77

76

43

62

71

72

71

23

18

57

 38

26

20

19

B評価, 25

0

6

0

0

3

8

10

5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

関連事業全体

基本目標1「地域における子育て支援」関連（42事業）

基本目標２「親子の健康の確保及び増進」関連（25事業）

基本目標３「豊かな心を育む教育環境の整備」関連（31事業）

基本目標４「子育てしやすい生活環境の整備」関連（21事業）

基本目標５「仕事と家庭との両立の推進」関連（7事業）

基本目標６「援助が必要な児童への取り組みの推進」関連(17事業）

追加事業等（13事業）

A評価 B評価 Ｃ評価 Ｄ評価 Ｅ評価

（注）①上記は再掲を含む平成 21 年度までの実施事業 

 ②「Ｄ」「Ｅ」評価の事業は皆無のため、グラフでは０%表示を省略 
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前記のように、156 にわたる関連事業の多くが当初目標の達成間近の水準に達している状

況にありますが、基本目標ごとの達成度を相対比較すると、「仕事と家庭との両立の推進」関

連事業での自己評価結果が相対的に低位な結果となっているほか、事業費規模が総じて大きく

年次的に実施すべき事業が多くを占める｢子育てしやすい生活環境の整備｣関連事業もやや低

率となっており、後期に向け、重点的、計画的な取り組みが求められます。 

特に、「仕事と家庭との両立の推進」関連事業の実施においては、子育て支援策などの公的

な取り組みを一層強化する必要があると同時に、その事業性質から、事業所や市民の一層の理

解と参加が不可欠であり、これまで以上に行政と一体となった取り組みを促進していく必要が

あります。 

一方、その他の基本目標に関連する事業においても、個々の状況をみると、例えば、「地域

における子育て支援」の中の「保育サービスの充実」、特に「新しい預かり保育のあり方の検

討」や「夜間保育事業の推進」が今後の課題として評価されるなど、相対的に評価結果が低い

事業も散見されます。 

今後とも子育て中の母親の就労が一層進む状況にあるなど、子育て支援にかかわる市民ニー

ズは一段と多様化してくることが見込まれることから、市民ニーズや国における法制度改革の

動向を的確にふまえながら、より一層の継続的な取り組みが必要であるとともに、事業効果や

効率性の観点から必要に応じて事業の統廃合を行うなど、計画目標の達成に向けた分野横断的

な取り組みを一層進めることが必要です。 
 

２ 子育ての現状と後期における取り組み課題 

後期計画の施策・事業の検討にあたって平成 21 年度に実施した、市内の子育て家庭や中学

生、高校生に対するアンケート調査の結果を中心に、「①すべての子どもと家庭への支援」、「②

次代の親づくり」、「③多様な保育ニーズへの対応」、「④子どもを遊ばせる場や機会の提供」、「⑤

安全な生活環境の整備」、「⑥母子の健康の確保」、「⑦子育てに対する社会的支援の充実」の７

つの観点から、本市における子育ての現状をとらえ直すとともに、後期における主要課題を次

のように提起します。 
 

（１）「すべての子どもと家庭への支援」の視点からの現状と課題 

 
① 子育て家庭のニーズの変化や個々の状況に応じた「よりきめ細やかな支援サービス」の

提供 

○子育てに対する満足度では、“満足派”が全体の 7 割を超え、県平均を上回ります。この

結果は、これまでの子育て支援策に対する一定の評価と受け取ることができます。しかし、

母親の就労形態や子育てに対する周囲の支えの有無などによって満足度に差が生じてい

るのも現実です。 

○母親の就労率が上昇傾向にある中、現在、就労していない専業主婦などの潜在的な就労ニ

ーズも極めて高く、今後、母親の就労に伴って支援ニーズは量的に増大し、多様化してい

くことが予想されます。 
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○このため、子育て家庭の置かれた状況に応じて必要とする支援サービスを受けられるよ

う、「すべての子どもと家庭」へのより一層きめ細かな支援を進めていく視点から、個々

の置かれた状況を十分把握しながらサービスの量的拡大や質的向上に取り組んでいく必

要があります。 

 
◆子育てをしている生活に対する満足度 

子どもを育てている現在の生活について「満足している」、「どちらかといえば満足して

いる」を合わせると、“満足派”は就学前児童、就学児童ともに 7 割を超え、神奈川県平

均を上回ります。 

 

    ■ 子育てをしている生活に対する満足度 ■ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

※神奈川県、藤沢市ともに、「無回答者」を除いた集計処理を行っています。 
 
 
 
 

  ■ 母親の就労形態別にみた子育てをしている生活に対する満足度（就学前児童調査） ■ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※資料：「平成 21年度次世代育成支援に関するアンケート調査」

39.0

39.7

12.1

4.8

4.4

33.6

40.5

13.6

6.6

5.6

32.7

40.7

13.8

7.3

5.5

0 10 20 30 40 50

満足している

どちらかといえば満足している

どちらともいえない

どちらかといえば満足していない

満足してない

(%）

藤沢市　就学前児童 ( n=1,986)

藤沢市　就学児童　　( n=1,917)

神奈川県　( n=57,782)

38.5

33.2

41.9

31.2

50.6

39.5

39.1

39.1

33.6

39.8

35.9

25.3

42.1

37.3

11.8

15.2

7.5

15.6

11.5

10.9

9.1

4.8

8.5

4.3

7.2

7.3

4.3

7.1

4.3

8.9

6.9

5.5

3.4

3.6 2.6

1.8

1.3

2.3

1.3

2.2

2.4

1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

就学前児童全体 n=1,975　

常勤（育休・介護休業は除く）=211

常勤（現在産休・育休・介護休業中）=93

パートタイム、アルバイト等=237

自営業・家業従事・自由業・内職・在宅就労=87

以前は就労していたが、現在は就労していない=1,165

これまでに就労したことがない=110

満足している どちらかといえば満足している

どちらともいえない どちらかといえば満足していない

満足してない 無回答

※資料：「平成 21年度次世代育成支援に関するアンケート調査」
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※資料：「平成 21 年度次世代育成支援に関するアンケート調査」

 
 

  ■ 「周囲の子育て支援力」からみた子育てをしている生活への満足度（就学前児童調査） ■ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.2

23.3

16.2

11.7

16.7

11.4

64.8

66.7

67.4

60.4

53.1

52.3

5.8

7.4

4.6

5.0

4.2

29.5

29.7

21.3

22.9

6.8

27.6

18.2

12.3

9.4

10.2

20.0

17.7

27.3

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0

就学前児童全体　ｎ=2,016

満足している n=774

どちらかといえば満足している n=788

どちらともいえない n=240

どちらかといえば満足していない n=96

満足してない n=88

(%)

日常的に祖父母等親族に預かってもらえる
緊急時もしくは用事の際には祖父母等の親族に預かってもらえる
日常的に子どもを預けられる友人・知人がいる
緊急時もしくは用事の際には子どもを預けられる友人・知人がいる
いずれもいない
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② 父親の子育て意識の高揚と子育て支援のための社会環境づくり 

 

○子育てにかかわる父親の割合は、以前と比べ着実に増えている状況ですが、未だ「不十分」

とする世帯が全体の 3 割を超える結果です。 

○このため、父親も子育てに積極的にかかわることができるよう、男性の意識改革をさらに

進めるとともに、事業所や地域など社会全体で「ワーク・ライフ・バランス」の考え方を

積極的に受け止め、子育て支援の総合的な環境づくりに取り組むことが必要です。 

 

◆父親の子育てへのかかわり 

父親の子育てへのかかわり方について、「社会的には問題だが、わが家にはあてはまら

ないと思う」という回答が就学前児童、就学児童ともに半数以上を占めますが、その一方

で「社会的にも問題だし、わが家でも問題である」という世帯が 3 割を超えます。 

また、父親が子育てにかかわりづらい要因としては、就学前児童、就学児童ともに｢残

業などが多く、仕事を優先せざるをえないこと｣が最も比率が高く、平成 16 年度の調査

結果と比べてその比率は上昇しています。 

 
   ■ 父親の子育てへのかかわり方の状況 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 父親が子育てにかかわりづらい理由【複数回答】 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※資料：「平成 21 年度次世代育成支援に関するアンケート調査」

(%)

52.8

3.5

5.6

1.1

52.6

4.1

7.8

1.7

37.0

33.8

0 20 40 60

 社会的にも問題だし、
わが家でも問題である

社会的には問題だが、わが家には
                  あてはまらないと思う

子育ては母親が中心となって行えばよい
   ので、あまり大きな問題ではないと思う

その他

無回答

就学前児童  ｎ=2,016

就学児童　　 ｎ=1,954

※資料：「平成 21 年度次世代育成支援に関するアンケート調査」

(%)

30.0

50.6

25.2

4.2

13.6

7.1

2.2

31.2

46.3

26.7

5.9

12.7

11.0

2.1

82.3

80.8

0 20 40 60 80 100

残業などが多く、仕事を
優先せざるをえないこと

通勤時間が長いこと

子どもや家庭のことで休みをとることに
                職場の理解を得にくいこと

父親として具体的に何をすべきか
                   よくわからないこと

父親が育児にかかわることを恥ずかしい
                        と思う意識があること

父親が育児にかかわることを特別視する
                        風潮が世間にあること

その他

無回答

就学前児童 ｎ=2,016

就学児童　　ｎ=1,954
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※資料：「平成 21 年度次世代育成支援に関するアンケート調査」

7.1

53.8

30.2

7.6

1.3

3.5

34.7

36.7

23.7

1.4

0.7

17.2

30.3

50.5

1.3

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0

よくある

時々ある

ほとんどない

ない

無回答

（％）

子育てでどうしていいかわからなくなること

やる気がおこらず、お子さんの世話をしたくないとき

子どもを虐待していると思うこと

 

 
③ 子育て中の母親の「孤立化」や育児放棄・児童虐待の未然防止への積極的対応 
 

○核家族化が一段と進む中、日常的に子育て支援を受けられる親族や知人・友人がいない世

帯の割合も少なくなく、一人悩みながら子育てをしている母親の増加が懸念されます。ま

た、日常の子育てにおいて育児放棄や児童虐待ではないかと不安をもつ母親も少なくな

く、妊娠中や出産直後に不安を抱えていた人にこうした傾向が特に表れています。 

○このような育児経験の不足に起因する母親の精神的負担や不安の増大などの育児ストレ

スを軽減し、孤立化を予防するとともに、育児放棄や児童虐待の未然防止をはかるため、

専門家による一貫した相談体制の充実や育児仲間、育児経験者などとの交流によるリフレ

ッシュの機会を提供するなどの取り組みが一層求められています。 

 
◆子育てにおいて困惑した経験 

子育ての困惑についてみると｢時々ある｣が最も多くなっており 5 割を超えています。ま

た、子どもの世話をしたくないときについては｢時々ある｣が 3 割を超えています。 
 

■ 子育ての困惑（就学前児童ｎ=2,016） ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◆子育てに対する周囲のささえ 

核家族化が進み、日常的に支援が受けられる祖父母などの親族や友人・知人がいる世帯

は少なく、アンケート調査結果によると、就学前児童や就学児童のいる世帯ともに２割以

下となっています。  
■ 子育てを支援してくれる人【複数回答】 ■ 

 
 

 

 

 

 

 

 

(%)

64.8

5.8

27.6

12.3

4.6

17.9

49.1

6.1

29.3

12.1

4.1

18.2

0 20 40 60 80

日常的に祖父母等親族に
            預かってもらえる

         緊急時もしくは用事の際には
祖父母等の親族に預かってもらえる

日常的に子どもを預けられる
               友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には子どもを
            預けられる友人・知人がいる

いずれもいない

無回答

就学前児童 ｎ=2,016

就学児童    ｎ=1,954
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※資料：「平成 21 年度次世代育成支援に関するアンケート調査」

51.9

74.8

6.3

5.1

37.4

18.4

4.4

1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中学生男子 ｎ=270

中学生女子 ｎ=234

はい いいえ わからない 無回答

71.3

77.9

5.7

5.3

20.1

14.6

2.9

2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

高校生男子 ｎ=209

高校生女子 ｎ=321

はい いいえ わからない 無回答

 

（２）「次代の親づくり」の視点からの現状と課題 

○中学校や高校での体験プログラムやボランティア活動を通じて、次代の親となる子どもた

ちが赤ちゃんや小さな子どもとふれあう機会は着実に増えています。 

○「次代の親づくり」の観点から、子どもたちが将来、親になり、子どもを産み育てること

の大切さや意義が理解できるよう、普及啓発事業をより一層充実していく必要がありま

す。特に、今後は中学生、高校生に限らず、広く若い年齢層を視野に入れ、次代の親づく

りのための啓発機会を充実していく必要があります。 
 

◆将来、子どもをもつことや育児に対する中学生・高校生の思い 

中学生や高校生を対象にしたアンケート調査結果で、「将来子どもが欲しい」と思う割

合は圧倒的多数に上り、「欲しくない」は極めて少数に限られていますが、その理由とし

て「子育てが大変そう」が挙げられています。「将来子どもが欲しい」理由においても、「子

育てが楽しそうだから」は、高校生の男女ともに３割未満にとどまる結果です。 

 

■ 将来、子どもをもちたいと思うか ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

  ■ 中学生・高校生が「将来、子どもが欲しい」と思う理由 ■ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※資料：「平成 21 年度次世代育成支援に関するアンケート調査」 

(%)

2.1

53.1

24.0

10.3

28.0

1.7

0.0

13.6

39.3

32.1

37.9

13.6

4.3

54.9

020406080

中学生男子ｎ=140

中学生女子ｎ=175

(%)

1.3

28.0

6.8

30.0

2.8

0.4

10.7

45.6

20.1

56.4

28.2

0.0

63.2

58.4

0 20 40 60 80

子どもはかわいいから

自分の子どもを育ててみたいから

子育てが楽しそうだから

子どもを産み育てるのが大人の役割だから

自分も生まれてきて良かったと思うから

その他

無回答

高校生男子ｎ=150

高校生女子ｎ=249
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（３）「多様な保育ニーズへの対応」の視点からの現状と課題 

○近年の経済不況により、父親の失業や母親の就業が進む一方で、保育所への入所希望があ

っても入れない待機児童が急増しています。また、就業形態の多様化により、保育サービ

スへのニーズも多様化しています。 

○今後、待機児童の解消をめざすとともに、延長保育、幼稚園の預かり保育、病後児保育な

ど多様化する保育ニーズにも的確に対応できるよう、ファミリー・サポート・センターや

保育ママなど、家庭的な保育サービスとも併せて、保育サービスメニューの充実に取り組

むことが必要です。 
 
◆母親の就労状況 

母親の就労状況をみると、とくに就学前児童は、「以前は就労していたが、現在は就労

していない」が約 6 割を占め、「常勤」や「パートタイム、アルバイト等」よりも比率が

高いのが目立ちます。就学児童になると、「常勤」や「パートタイム、アルバイト等」の

比率が高くなっています。 

■ 母親の就労状況 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

◆幼稚園の預かり保育 

保育所のみでなく、幼稚園の預かり保育への要望も多様化しており、「正規の開園時間

後の預かり保育をしてほしい」と「夏休みなど長期休暇中の預かり保育をしてほしい」へ

の要望が高い比率となっています。 
 

■ 幼稚園の預かり保育についての希望（就学前児童ｎ=2,016）【複数回答】 ■ 

 

※資料：「平成 21 年度次世代育成支援に関するアンケート調査」

(%)

4.7

12.0

4.4

59.0

5.6

3.6

13.0

0.3

32.1

6.3

36.1

8.8

3.4

10.7

0 20 40 60 80

         常勤（フルタイム）
（育休・介護休業は除く）

         常勤（フルタイム）だが
現在産休・育休・介護休業中

パートタイム、アルバイト等

自営業・家業従事・自由業・
                内職・在宅就労

以前は就労していたが、
   現在は就労していない

これまでに就労したことがない

無回答
就学前児童 ｎ=1,975

就学児童    ｎ=1,899

※資料：「平成 21 年度次世代育成支援に関するアンケート調査」

(%)

1.8

13.8

10.7

27.4

54.6

43.0

27.8

19.3

0 20 40 60

　 正規の開園時間前の
預かり保育をしてほしい

   正規の開園時間後の
預かり保育をしてほしい

 土曜日の預かり
保育をしてほしい

日曜日や祝日の預かり
        保育をしてほしい

夏休みなど長期休暇中の
   預かり保育をしてほしい

預かり保育を実施する
      ことは望ましくない

その他

無回答
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(%)

27.7

36.0

6.7

14.7

60.8

50.5

18.0

14.4

1.9

6.4

1.9

33.6

25.0

4.3

9.1

60.9

31.5

14.8

20.4

4.7

7.2

2.0

22.8

26.7

0 20 40 60 80

親の不安や悩みの相談

子育てに関する総合的な情報提供

子育て中の親同士の仲間づくり

子育てについての講座

子どもの発達や幼児教育のプログラムの提供

子どもを遊ばせる場や機会の提供

親のリフレッシュの場や機会の提供

父親の育児参加に関する意識啓発

子どもの病気や障害についての相談

特にない

その他

無回答

就学前児童 ｎ=2,016

就学児童　 ｎ=1,954

 

（４）「子どもを遊ばせる場や機会の提供」の視点からの現状と課題 

○子どもが安全に遊べる場所の確保は、充実した子育てを実現するために必要不可欠なもの

です。 

○アンケート調査の結果からも、子育てに必要なサービスとして、子どもを遊ばせる場や機

会の提供に対する市民の要望が最も多く、今後の取り組み課題となっています。 

 

◆子育てに必要なサービス 

子育てに必要なサービスの中でも、「子どもを遊ばせる場や機会の提供」が就学前児童、

就学児童ともに最も多く望まれています。 

 
■ 日常の子育てを楽しく、安心して行うために必要なサービス【複数回答】 ■ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（５）「安全な生活環境の整備」の視点からの現状と課題 

○近年、子どもを対象とした犯罪が頻発しており、通学路や公園などにおける安全対策の推

進と犯罪にあわないための教育や指導を充実させていく必要があります。 

○アンケート調査結果からは、「子どもや親子連れが安心して道路を歩けない」という意見

も多く、親子ともに安心して暮らせる、子育てにやさしい環境づくりが必要とされていま

す。 

※資料：「平成 21 年度次世代育成支援に関するアンケート調査」
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(%)

22.6

13.2

3.4

0.7

74.3

33.5

44.6

29.6

57.9

0 20 40 60 80

地域の交通安全活動の充実・強化

歩行者や自転車のための交通安全施設
        （ガードレール、歩道橋等）の整備

地域ぐるみのパトロールなど子どもを
         犯罪等から守るための取組み

犯罪にあいそうになった時の対応についての教育

不審者の侵入防止など、学校の安全対策

通学路や子どもの遊び場（公園等）の安全対策（防犯
 灯や防犯カメラの整備による暗がりや死角の解消等）

公園の遊具の安全性の確保

その他

無回答

※資料：「平成 21 年度次世代育成支援に関するアンケート調査」

(%)

8.6

21.5

35.9

11.3

8.9

1.6

9.6

30.9

29.7

3.2

35.0

21.9

0 20 40 60

子どもが安全に通れる道路がないこと

交通機関や建物、道路について構造や放置自転車が

     多いことなど、ベビーカーでの移動に不自由なこと

安心して子どもを遊ばせられる場所がないこと

いざというときに子どもを預かってくれる人がいないこと

子育ての経験者や先輩ママと知り合えないこと

親自身が友達を作れる場や機会がないこと

周囲の人が子ども連れを温かい目で見てくれないこと

公共施設や公共機関に子ども連れに

         対しての理解があまり無いこと

暗い通りや見通しのきかないところが多く、子どもが

                    犯罪の被害にあわないか心配なこと

その他

特にない

無回答

 
 

◆子どもの安全対策として必要なこと 

子どもの安全対策として必要なことについては、「通学路や子どもの遊び場（公園等）

の安全対策」が 7 割以上で最も要望が高く、次いで「子どもを犯罪等から守るための取組

み」が約 6 割となっています。 
 

■ 子どもの安全を守るために重要なこと（就学児童ｎ=1,954）【複数回答】 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

◆子育てで困ること、困ったこと 

子育てをしていて困ること、困ったことに関しても、就学前児童では、「暗い通りや見

通しのきかないところが多く、子どもが犯罪の被害にあわないか心配なこと」が最も多く、

次いで「子どもが安全に通れる道路がないこと」がこれに続いています。 
 

■ 子育てをしていて困ること（就学前児童ｎ=2,016）【複数回答】 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

※資料：「平成 21 年度次世代育成支援に関するアンケート調査」
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（６）「母子の健康の確保」の視点からの現状と課題 

○妊娠・出産から産後に至るまで母親の身体的・精神的負担の大きさは計り知れないものが

あり、社会からの孤立感や精神的な不安定さを抱えるケースも見受けられます。 

○女性が心身ともに健康で楽しく出産・育児をでき、子どもが健やかに育まれるよう、市民

ニーズをふまえ母親と子どもの健康づくりに一層取り組む必要があります。 
 

◆妊娠中や出産後に必要なサポート 

妊娠中や出産後に必要なサポートとして「子育て中の人の交流」が最も比率が高くなっ

ています。次いで、専門家による相談や講義、指導とともに、経験者からアドバイスを受

けられる機会が求められています。 
 

■ 妊娠中や出産後に必要な支援サービス（就学前児童ｎ=2,016）【複数回答】■ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

◆乳幼児健診に対する感想 

乳児健診、幼児健診ともに「信頼がおけて安心した」、「医師や保健師の話が参考になっ

た」の比率が高くなっています。一方で、「その他」の内容としては、「待ち時間が長い」、

「事務的だった」という意見が挙げられています。 
 

■ 乳児健診・幼児健診を受けた感想（就学前児童ｎ=2,016）【複数回答】 ■ 

 

 

 

 

 

※資料：「平成 21 年度次世代育成支援に関するアンケート調査」

※資料：「平成 21 年度次世代育成支援に関するアンケート調査」

(%)

18.1

12.9

2.4

5.5

35.5

4.2

27.3

21.6

0 20 40 60

信頼がおけて安心した

医師や保健師の話が参考になった

もっとゆっくりとした時間が欲しかった

個別相談がしたかった

乳児健診を受けていない

特にない

その他

無回答

(%)

3.0

12.3

16.7

18.9

9.8

7.5

22.6

12.6

19.3

3.8

0 20 40 60

信頼がおけて安心した

医師や保健師の話が参考になった

栄養士の話しがためになった

心理士の相談が参考になった

もっとゆっくりとした時間が欲しかった

個別相談がしたかった

幼児健診を受けていない

特にない

その他

無回答

＜乳児健診＞ 

＜幼児健診＞ 

(%)

43.7

10.5

3.2

10.5

20.7

28.6

37.5

22.8

0 20 40 60

母親の健康面の相談

赤ちゃんの育児相談や各種子育てに関する教室

助産師・保健師等の家庭訪問による指導

赤ちゃんの沐浴などのヘルパー

子育て経験者から気軽に話を聞ける場や機会の提供

子育て中の人の交流

その他

無回答
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（７）「子育てに対する社会的支援の充実」の視点からの現状と課題 

○子どもを産み育てることに対する社会の評価について、否定的な意見をもつ割合が高い結

果となっています。また、子どもを産み育てることに躊躇する要因として、経済的な負担

の大きさが上位に挙げられているのをはじめ、様々な要因が重なっています。 

○国・県の施策の動向を見据えながら必要な経済的負担の軽減に努めていくとともに、社会

全体で子育て・子育ちをささえていく総合的な取り組みが求められます。 
 

◆「子どもを産み育てること」についての社会の評価 

「子どもを産み育てること」について、社会から「評価されていない」と思っている割

合が高くなっています。 
 

■「子どもを産み育てること」に対し、社会が評価していると思う割合 ■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ※神奈川県、藤沢市ともに、「無回答者」を除いた集計処理を行っています。 

 

 
 

◆理想とする子どもの人数より現実の子どもの人数が少ない理由 

理由として最も比率が高いのは「子育てや教育にお金がかかりすぎるから」で、経済的

負担の大きさが子どもをもつことを躊躇させる大きな要因となっていることがうかがえ

ます。 

 

 

※資料：「平成 21 年度次世代育成支援に関するアンケート調査」

3.0

14.8

31.3

26.1

24.8

3.0

16.1

34.5

25.0

21.4

2.8

13.3

31.6

26.4

25.9

0 10 20 30 40 50

そう思う

どちらかといえばそう思う

どちらともいえない

どちらかといえばそう思わない

そう思わない

(%）

藤沢市　就学前児童(n=1,993)

藤沢市　就学児童(n=1,929)
神奈川県　(n=48,890)
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■ 理想とする子どもの人数をもてない理由【複数回答】 ■ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

(%)

31.0

23.9

20.1

11.2

23.9

24.4

11.8

7.8

13.8

8.0

10.1

12.3

0.8

27.4

19.5

23.1

7.6

33.4

24.2

15.3

10.5

15.8

8.8

15.3

11.2

0.5

85.8

76.4

0 20 40 60 80 100

子育てや教育にお金がかかりすぎるから

家が狭いから

子どもの預け先がなく、自分の仕事
     （勤めや家業）に差し支えるから

子どもがのびのび育つ社会環境ではないから

自分や夫婦の生活を大切にしたいから

高年齢で産むのはいやだから

これ以上、育児の心理的、肉体的
             負担に耐えられないから

健康上の理由から

欲しいけれどもできないから

配偶者の家事・育児への協力が得られないから

配偶者が望まないから

定年退職までに、一番末の子が
                 成人してほしいから

その他

無回答

就学前児童 ｎ=1,105

就学児童 　 ｎ=929

※資料：「平成 21 年度次世代育成支援に関するアンケート調査」
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Ⅱ 基本構想 
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第１章 将来像と基本理念 

前期計画では、子どもたちが愛され、信頼されることによって、健やかに成長していく姿、

そして地域の人々のささえによって親としての自覚を育み、地域への信頼の中で安心して子ど

もを育て、若い世代が子育てに夢と喜びを感じるまちの姿をめざし、めざす目標像（将来像）

を「愛と信頼にあふれ 子どもが健やかに育つまち ふじさわ」と掲げました。 

後期計画においても、こうした考え方に立って、より重点的、体系的な施策に取り組みます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

愛と信頼にあふれ 

子どもが健やかに育つまち ふじさわ 

将来像 

３つの基本理念 

 

 

次世代育成支援対策推進法では、「父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任

を有する」という考え方が示されています。子育てを取り巻く環境が厳しくなる中で、市民

が相互に助け合いながら、家庭での子育てを支援していく必要があります。親が責任をもっ

て子育てすることができるよう、市民で子育てをささえるまちづくりを進めます。 

●子どもを親（保護者・家庭）が責任をもって育て市民で子育てをささえるまち

 
 
 

親が子育てに喜びや楽しみをもってかかわることで、子どもは健やかに、のびのびと成

長していきます。男女が協力して子育てを行い、家庭生活と仕事、地域生活のそれぞれに

ゆとりをもって参加できるよう、子育て支援や意識啓発等を充実し、若い世代が子育てに

関心をもち、夢と喜びをもつことができるまちづくりを進めます。 

●若い世代が子育てに夢と喜びをもつことのできるまち 

 
 

 

安心して子どもを産み、子どもの健やかな育ちをささえるために、子育てしやすい社会生

活環境の整備を進め、すべての家庭の子育てを支援するまちづくりを進めます。 

●安心して子どもを産み健やかに育てることのできるまち 
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将来像（基本理念）と施策の基本目標 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

安心して子どもを産み 

健やかに育てることの 

できるまち 

子どもを親（保護者・家庭）が 

責任をもって育て 

市民で子育てをささえるまち 

若い世代が子育てに 

夢と喜びをもつことの 

できるまち 
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第２章 ６つの基本目標と後期の施策体系 

１ 後期における基本目標と重点方針 

将来像の実現に向け、後期においても前期計画に掲げた６つの基本目標のもと、必要な施

策・事業を充実しながら総合的、体系的に実施していくとともに、新たな課題にも的確に対応

できるよう、それぞれ後期の重点方針を定め、より重点的、効果的な施策・事業に取り組みま

す。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

基本目標１ 地域における子育ての支援 

地域における子育て支援サービスや保育サービスを充実し、子育て支援のネットワーク

づくりや児童の健全育成を進め、すべての子育て家庭への支援を充実します。 

【後期の重点方針】 

●待機児童を解消し、今後の新たな支援ニーズにも十分対応できるよう、認可保育所

の定員拡大など特定事業をはじめ保育サービスや子育て支援サービスの量的な確保

とともに、利用しやすさに配慮しながら質的な向上をはかります。 

●「すべての子育て家庭への支援」の観点から、子育てにかかわる各種情報提供や相

談体制の充実に継続して取り組むとともに、親子の交流機会の充実をめざし地域の

特色を生かした子育て支援機能を高める事業に取り組みます。 

●子育ての経験豊富なシニア層の活用をはじめ、地域の様々な主体による参画を促し、

地域をあげた子育て支援力の向上をめざす事業に取り組みます。 

●子育てにかかわる経済的な負担の軽減を求める市民ニーズの高さをふまえ、新たな

支援策の導入について国・県へ要望し、適切な対応をはかります。 

●子どもの居場所づくりの充実のため、放課後子ども教室などの事業に取り組み、児

童福祉施策、教育施策との一体的な取り組みを進めます。 
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基本目標２ 親子の健康の確保及び増進 

親子の健康づくりにかかわる相談や健康診査・保健指導、医療体制を充実し、安全な妊

娠・出産から子どもの心身の健やかな発達の支援に向けた取り組みを推進します。 

また、食についての自己管理能力を養う食育の推進や、思春期における保健対策の取り

組みなど、親子の健康の確保と増進に努めます。 

基本目標３ 豊かな心を育む教育環境の整備 

学校教育における創意工夫ある教育課程の推進をはじめ、地域における健全育成のため

の諸活動、幼児教育の充実などにより家庭や地域の教育力の向上をはかり、子どもの豊か

な心と生きる力を育みます。また、学校での実践的・体験的な学習活動や地域におけるふ

れあい体験を通して、若い世代からの子育て意識を醸成します。 

【後期の重点方針】 

●子どもの豊かな個性を伸ばし、主体的に行動できる力や思いやりにあふれる心を育

むため、幼児教育や学校教育の充実とともに、安全安心な教育環境の確保やすべて

の子どもが等しく教育機会を得られるよう経済的支援の充実に取り組みます。 

●若者や出産予定のある市民の子育て意識の醸成をはかる機会の充実や子育ての基本

である家庭の教育力の向上に取り組みます。 

●子どもたちを地域全体で育む観点から、地域のあらゆる社会資源を活用したネット

ワークの輪を広げるとともに、社会教育の機会を充実し、健全な育成環境づくりや

子育てにかかわる地域力の向上に取り組みます。 

【後期の重点方針】 

●妊娠前から妊娠、出産に至るまでの母子の健康維持や母性・父性の育成にかかわる

事業の充実とともに、特定不妊治療費助成制度の周知と利用促進をはかります。 

●産後の育児不安を抱える母親への支援を重点に、すべての母子の健康を確保するた

めの相談・指導の充実に取り組みます。 

●「食育推進計画」に基づき、人生の各時期に応じた適切な食生活の確立を支援する

事業に総合的に取り組みます。 

●昨今の医療への不安を解消するため、国・県と連携しながら周産期医療や小児医療

の体制充実を促進するとともに、障害や疾病などにより何らかの支援が必要な子ど

もへの対応を含め各種医療費助成制度の周知と利用促進をはかります。 

●次代の親となる子どもたちに対する思春期保健対策の充実に取り組みます。 
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基本目標４ 子育てしやすい生活環境の整備 

良好な自然環境の確保や、子ども連れが安全に歩行できる歩道の確保、公共施設・公共

交通機関のバリアフリー化などにより、子育てにやさしい環境づくりを推進します。また、

子どもたちの交通安全の確保への取り組みや、犯罪などの被害から守るための活動を推進

し、子どもが安全に暮らせるまちづくりに努めます。 

基本目標５ 仕事と家庭との両立の推進 

男女がともに家庭での役割を分担し、共同で家事・育児・介護を担うことができるよう

意識啓発を推進します。また、多様な働き方への支援とともに、女性の就業機会の拡大と

就業条件の向上、職場の保育施設の拡大に向けた働きかけなど、働く保護者が仕事と子育

てを両立できるような環境づくりをめざします。 

【後期の重点方針】 

●子どもや子育て家庭にやさしいまちづくりをめざし、市民ニーズをふまえ優先順位

を考慮しながら、関連施設の整備充実に計画的に取り組みます。 

●安全安心な環境づくりのため、市民総ぐるみの交通安全対策や防犯ネットワークづ

くりに取り組みます。 

【後期の重点方針】 

●現在、就労していない母親をはじめとする今後の就労ニーズの大きさをふまえ、子

育て中の母親にとっても働きやすい就労機会の提供や就労環境づくりを関係機関と

連携し事業所などに対し積極的に働きかけていきます。 

●顕彰制度を推進するなど、事業所などにおける子育て支援への意識とインセンティ

ブを高める施策に積極的に取り組み、事業所をはじめ地域全体に「ワーク・ライフ・

バランス」の考え方を広く普及・浸透させていきます。� 

●“働く母親”の今後の増加に対応し、それぞれのライフスタイルに応じて仕事と家

庭生活のバランスの取れた多様な働き方を選択できるよう、両立支援のための利用

しやすい保育サービス、子育て支援サービスの提供をはかります。 
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【後期の重点方針】 

●児童虐待の増加が社会問題化していることをふまえ、藤沢市子育てネットワークを

通じて関係機関や地域との連携を強化し、虐待の予防からアフターケアまでの切れ

目のない子育て支援体制づくりに取り組みます。 

●ひとり親家庭などの自立促進のため、今後の国の動向にも留意し、経済的支援制度

や就業支援制度の充実を国・県に要請しながら、引き続きひとり親家庭などへの総

合的、計画的な支援に取り組みます。 

●障がいのある子どもたちが地域の一員として心豊かに地域生活を送ることができる

よう、地域の理解と協力を求めながら「障害者計画」などに基づく施策の総合的な

推進に取り組みます。� 

基本目標６ 援助が必要な児童への取り組みの推進 

育児不安や虐待・いじめなどの問題に対して、早期に発見し、適切な対応ができるよう、

関係機関と連携し、相談体制の充実をはかります。 

また、ひとり親家庭などの自立促進に向けた総合的、計画的な支援を行うとともに、障

害者計画などと連携し、障がいのある子どもとその家庭への支援を推進します。 

※「障がい」の用語について 

 当該用語の使用に関して、この計画では、法律上の用語や事業名、固有名詞

などを除き、「障がい」という表記で統一しています。 
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２ 後期計画としての施策体系 

目標実現のための施策展開の基本目標と後期における重点方針をふまえ、よりきめ細やかで

横断的な取り組みを進める観点から、後期計画としての施策体系を次のとおり再編します。 

施策体系の再編にあたっては、法制度の改正などの情勢変化を考慮するとともに、①前期か

らの「事業継続性」の担保、②施策・事業間の「関連性と連携」の確保、③市民、事業所など

との「協働化」の一層の推進といった観点から前期計画の施策体系を見直し、整理したもので

す。 
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後期計画の施策体系 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
    

※前期からの変更箇所は    で示しています。 

幼児教育の充実 

就学が困難な児童生徒の家庭への経済支援 

延長保育の充実や保育サービス評価
の実施 

 
 
 
 
 
すべての子育て家庭へ

の支援を充実します 

子育て支援サー

ビスの充実 

幼稚園・保育所その他の施設におい
ての子育て支援 

子育て支援事業に関する情報の提
供・子育て相談・交流の充実 

子育てにかかわる様々なネットワー
クの拡大や地域活動の充実 

児童の居場所づくりの推進 

待機児の解消 

特別保育事業の推進 

子育て家庭への経済的支援 

保育料などの負担軽減 

子育て家庭のライフスタイルに合わ
せた多様な支援 

芸術文化にふれあう機会の充実 

地域社会全体での教育力向上 

親
子
の
健
康
の
確
保
及
び
増
進 

保育サービスの 

充実 

経済的負担の 

軽減 

妊娠・出産に関する安

全性と快適さの確保と

不妊への支援をします 

小児保健医療水準を維

持・向上させるための

環境整備を進めます 

思春期保健対策の強化

と健康教育の推進をは

かります 

子どもの生きる力を育
む教育を進めます 

子どもが安心して楽し

く学べる環境をつくり

ます 

安全な妊娠・出産
への支援 

「食育」の推進 

小児医療の充実 

次代の親の育成 

創意工夫ある教育課程の推進 

青少年の健全育成の推進 

学校教育環境の充実 

有害環境対策の推進 

家庭教育への支援の充実 

ふれあい体験活動の推進 

健全育成のための相談指導体制の充実 

思春期の健康と性の問題への取り組

みの推進 

若い世代からの子育て
意識を醸成します 

安全な妊娠・出産と安心して育児が
できる相談支援の充実 

子どもの心身の安らか

な発達の促進と育児不

安の軽減をはかります 
生涯健康であるために自分に適した
食習慣の確立 

子どもと親の健
康づくりの推進 

育児に困っている家庭の早期発見と
育児支援 

健やかな発育・発達への支援と療育
支援の充実 

子どもにかかわる保健医療体制の推

進 

思春期保健対策

の充実 

〔将来像〕 〔大分類〕         〔めざす方向〕               〔中分類〕                      〔施策の方向〕 

地
域
に
お
け
る
子
育
て
の
支
援 

豊
か
な
心
を
育
む
教
育
環
境
の
整
備 

家庭や地域の教育力の

向上をめざします 

子育て支援のネ
ットワークづく
りと児童の健全
育成の推進 

愛
と
信
頼
に
あ
ふ
れ 

子
ど
も
が
健
や
か
に
育
つ
ま
ち 

ふ
じ
さ
わ 
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仕
事
と
家
庭
と
の
両
立
の
推
進 

生活・都市・居

住環境の整備 

良質な住宅の確保 

良好な自然環境の整備 

多様な働き方への支援 

ひとり親家庭等への自立・就業支援 

ひとり親家庭等への経済的支援 

ひとり親家庭等への相談支援体制の充実 

要保護・要支援児童への支援の充実 

子どもを犯罪等の被害から守る活動

の推進 

子どもの交通安全を確保するための

活動の推進 

公共施設・公共交通機関・建築物等

のバリアフリー化 

防犯活動の推進 

交通安全活動の

推進 

道路交通環境の

整備 

子育てバリアフ

リーの推進 

安全に歩行できる歩道の確保

悩みや問題を抱える青少年への相談

体制の充実 

児童虐待防止対策の充実 

ひとり親家庭等 

の自立支援の 

推進 

子
育
て
し
や
す
い
生
活
環
境
の
整
備 

子育てにやさしい環境

づくりを進めます 

子どもが安全で暮らし

やすいまちをめざしま

す 

男女がともに子育てと

仕事を両立できる環境

をつくります 

ひとり親家庭等の自立

を支援します 

青少年相談支援

体制の充実 

〔将来像〕 〔大分類〕         〔めざす方向〕               〔中分類〕                      〔施策の方向〕 

安心して遊べる公園・広場等の整備

両立のための体制整備 

仕事と子育ての

両立支援の推進

援
助
が
必
要
な
児
童
へ
の
取
り
組
み
の
推
進 

児童虐待防止 

対策の推進 

障がい児施策の

充実 

障がい児や発達に支援が必要な子ど
もの一貫した支援 

障がい児が地域で安心して育つため
の施策の充実 

障がいのある子ども

とその家庭を支援し

ます 

子どもと青少年に関

する相談支援を推進

します 

 

愛
と
信
頼
に
あ
ふ
れ 

子
ど
も
が
健
や
か
に
育
つ
ま
ち 

ふ
じ
さ
わ 
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第３章 平成 26 年度に向けた特定事業の目標事業量 

後期計画では、ニーズ調査（アンケート調査）に基づき、現状の保育サービスなどの利用希

望や将来の就労希望などをふまえた家族類型の変化（専業主婦（夫）家庭から共働き家庭など

への移行）を勘案し、潜在ニーズ量を明らかにしたうえで、後期計画期間（平成 26 年度まで）

の整備水準を設定するよう国の策定指針において求められています。 

これをふまえ、関連する諸事業について平成 26 年度までの目標事業量を次表のとおり設定

し、その達成をめざします。 

なお、「新待機児童ゼロ作戦」(平成２０年２月２７日厚生労働省策定）との整合性をはかる

ため、平成２９年度に達成されるべき目標事業量を併せて設定しています。 

また、国の「子どもと家族を応援する日本」重点戦略などをふまえ、子育て支援に関する事

業の制度上の位置付けの明確化、虐待を受けた子どもなどに対する家庭的環境における養護の

充実、一般事業主行動計画の策定の促進など、地域や職場における次世代育成支援対策を推進

するため、平成 20 年 12 月に児童福祉法の一部改正が行われました。 

このうち、子育て支援事業として、①乳児家庭全戸訪問事業、②養育支援訪問事業、③地域

子育て支援拠点事業、④一時預かり事業については、市町村において事業実施のための必要な

措置を講じることが定められたほか、保育に欠ける乳幼児を家庭的保育者（市町村長が行う研

修を修了した保育士その他の省令で定める者であって、これらの乳幼児の保育を行う者として

市町村長が適当と認めるもの）の居宅などにおいて保育する「家庭的保育事業」が法的に位置

づけられ、平成 22 年４月から施行となることから、この「家庭的保育事業」を含めた目標事

業量の設定を行っています。 

 

 

 

 

 

（参考）家庭的保育事業とは 

 保育需要の増に対応するため、平成 12 年度に、保育士または看護師の資格

を有する家庭的保育者（保育ママ）が、保育所と連携しながら自身の居宅など

において少数の主に３歳未満児を保育する事業として創設されました。 

その後、様々な働き方・ライフスタイルに対応するための多様で弾力的な保

育サービスの一環としての家庭的保育の制度化や拡充の必要性から、「児童福

祉法の一部を改正する法律」（平成 20 年 12 月 3 日法律第 85 号）が成立し、

児童福祉法において法定化されました（平成 22 年 4 月 1 日施行）。 
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■ 後期計画における目標事業量 ■ 

 

事 業 名 平成 21 年度（現状） 平成 26 年度 目標事業量 
平成 29 年度 
（参考） 

認可保育所 定員 1,552 人 認可保育所 定員 1,932 人 定員 1,932 人 
3 歳未満 

家庭的保育      0 人 家庭的保育     30 人 30 人 

認可保育所 定員 2,520 人 認可保育所 定員 2,870 人 定員 2,870 人 
3 歳以上 

家庭的保育      0 人 家庭的保育     15 人 15 人 

認可保育所 定員 4,072 人 認可保育所 定員 4,802 人 定員 4,802 人 

通常保育 

事業 

計 
家庭的保育      0 人 家庭的保育     45 人 45 人 

30 分延長  5 か所 630 人 ― ― 

19時まで 29か所3,262人 19時まで 37か所3,765人 37 か所 3,765 人 

20 時まで  2 か所 150 人 20 時まで  7 か所 667 人  7 か所  667 人 

21 時まで  1 か所  30 人 21 時まで  3 か所 370 人  3 か所  370 人 

延 長 保 育 事 業 

          37か所 4,072人           47か所 4,802人  47 か所 4,802 人 

1 か所 ３か所 ３か所 
夜 間 保 育 事 業 

定員 30 人 定員 100 人 定員 100 人 

1 か所 1 か所 トワイライトステイ 

事業 
― 

定員 6 人 定員 6 人 

1 か所 ３か所 ３か所 
休日保育事業 

定員 10 人 定員 30 人 定員 30 人 

1 か所 ３か所 ３か所 

病児・病後児保育事業 
定員 4 人 

定員 14 人、4,088 人日 

（開所日数 292 日に定員数
を乗じて算出） 

4,088 人日 

43 か所 50 か所 52 か所 放課後児童健全育成 

事業 定員 2,820 人 定員 3,260 人 定員 3,385 人 

ひろば型 ２か所 
国基準 4か所 
藤沢版 13 か所 

国基準 4か所 
藤沢版 13 か所 地域子育て

支援拠点 

事業 ｾ ﾝ ﾀ ｰ 型 ２か所 ４か所 ４か所 

９か所 12 か所 12 か所 
一時預かり事業 

（一時保育、特定保育
を含む） 定員 90 人 

定員 120 人、28,800 人日 

（開所日数 240 日に定員数
を乗じて算出） 

28,800 人日 

ショートステイ事業 ― １か所 １か所 

ファミリー・サポー

ト・センター事業 
１か所 １か所 1 か所 

（注）特定保育事業について、市では「一時保育事業」の中に位置づけています。 
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（参考）目標量を設定した事業の概要 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 事業区分 事業概要 

① 通常保育事業  保護者が日中就労などのために家庭で保育できない就学前の

子どもを保育園で保育します。 

②  延長保育事業  保護者の就労形態の多様化に伴う通常保育時間外での保育ニ

ーズに対応するため、通常の開所時間（基本は 11 時間）の

前後に時間を延長して保育を行います。 

③ 夜間保育事業  保護者の就労時間の長時間化などに対応するため、夜間に子

どもの保育を行います。 

④  ﾄ ﾜ ｲ ﾗ ｲ ﾄ ｽ ﾃ ｲ事業 

（子育て短期支援事業） 

保護者が残業などの理由により、家庭での子どもの養育が困

難になった場合、保育園などにおいて夜間に子どもを預かり、

生活指導や食事の提供などを行います。 

⑤ 休日保育事業  日曜・祝日の保護者の勤務などによる保育ニーズに対応し、

保育を行います。 

⑥ 病児・病後児保育事業 保育園に通う子どもなどが病中または病気の「回復期」にあ

って集団保育が困難な期間に、保育園に付設された専用スペ

ースなどにおいて一時的に預かります。 

⑦ 放課後児童健全育成事業 保護者が就労などの理由により、放課後不在となる家庭の小

学生を放課後に児童クラブ（学童保育）で預かり、適切な遊

びと生活の場を提供します。 

⑧ 地域子育て支援拠点事業 （ひろば型） 

主に就学前児童の保護者を対象に、子育て不安の軽減や仲間

づくりの支援を行うため、地域で保護者同士が情報交換や交

流ができる場を提供します。 

（センター型） 

地域の子育て支援拠点として、子育てに関する情報提供や相

談、子育てサークルの育成・支援などの各種子育て支援事業

を行います。 

⑨ 一時預かり事業 

（一時保育、特定保育を含む） 

（一時保育） 

保護者の疾病、入院などの理由により、一時的に家庭での保

育が困難な場合や育児疲れによる保護者の心理的、身体的負

担の軽減をはかるための支援をします。 

（特定保育） 

パートタイム勤務や育児短時間勤務など、保護者の就労形態

が多様化している中で、週３日以内の保育を実施します。 

  

⑩ 

ショートステイ事業 

（子育て短期支援事業） 

保護者が病気などの理由により、家庭での子どもの養育が困

難になった場合、保育園などにおいて一時的に養育します。

⑪ ファミリー・サポート・セ

ンター事業 

子育ての支援を受けたい人と行いたい人が相互に会員とな

り、保育園などへの送迎や外出時における一時預かりなどの

子育てに関する会員間での相互援助活動を支援します。 
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Ⅲ 後期基本計画 
   （平成２２年度～２６年度） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

《 個別事業の記載について 》 

「Ⅲ 後期基本計画」の個別事業に記載する事業区分は、以下のとおり。 

○「継続」：前期からの事業であって今後も充実をはかりながら継続する事業 

○「追加」：前期計画策定後に追加した事業であって今後も引き続き継続する事業 

○「統合」：制度改正への対応や事業の効率性、類似性等の観点から統合化した事業 

○「新規」：平成 22 年度以降に新たに実施する事業 
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第１章 地域における子育ての支援 

【めざす方向】 

 

◆すべての子育て家庭への支援を充実します 

 

【現況と課題】 

“子育て家庭”は、母親の就労の有無だけでなく、母子家庭・父子家庭などのひとり親世帯、

多子世帯、あるいは障がいのある子どもがいる世帯など一律ではなく、それぞれ子育て家庭の

置かれた状況に応じた支援が求められます。 

このため、これまで「すべての子育て家庭への支援」を基調に、下図のような国の事業体系

に沿って、保育所や幼稚園、その他関連施設、あるいは民生委員・児童委員活動や市民による

子育て支援活動などの社会資源を有効に活用しながら、多様な保育ニーズへの対応や相談事業、

親子交流事業などの充実に取り組んできました。 

また、シニア世代による子育てサポート事業や地域ぐるみ子育て応援団事業など、地域単位

の身近な場で市民による支援を受けられるよう、新たな取り組みを始めたところです。 

 
■ 「すべての子育て家庭への支援」の視点からの事業体系 ■ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

資料：厚労省 社会保障審議会 少子化対策特別部会 

 



第Ⅲ部 

第１章 地域における子育ての支援 

48 

 
今後とも児童人口の減少化傾向が予想される一方で、母親の就労率の上昇や就労形態の多様

化、さらにはライフスタイルの多様化などが今後とも進んでいくことが見込まれ、保育サービ

スや子どもの居場所づくりに対して量的な充足が一層求められています。 

このため、保育所や幼稚園、その他関連施設における各種の保育サービスや放課後児童対策

の充実に、法人などにも理解と協力を求めながら、待機児童の解消や各種サービス利用にかか

わる需要量に見合った的確な対応に引き続き、取り組んでいく必要があります。 

また、平成２１年度に実施した子育て家庭に対するアンケート調査によると、「子育てにお

いてどうしていいかわからなくなることがある」と回答した割合が全体の６割以上を占める一

方で、「日常的な子育て支援を親族から受けられる」世帯は、全体の２割ほどにとどまってい

ます。さらに、父親の労働時間の長時間化などを背景に家庭の中で子育てにかかわる機会が少

ない父親の姿も依然として多い結果が示されています。 

こうしたことから、多くの母親が現在の子育てに満足と回答している一方で、子育てに一人

で悩んだり、不安を抱いている母親の姿もアンケート調査の結果から浮かび上がっています。 

育児の孤立化を防止し、育児不安の解消や精神的負担の軽減をはかるため、児童福祉や母子

保健にかかわる事業や民生委員・児童委員などのネットワークを活用しながら相談事業や親子

の交流事業などに取り組んできましたが、今後とも様々な事業やネットワークを駆使し、こう

した状況を解消していく必要があります。 

同様に、経済環境の悪化を反映し、アンケート調査結果での要望の上位に挙げられているの

は、子育て世帯に対する経済的支援の充実であり、「経済的負担の大きさ」が理想とする子ど

もの人数をもつことを躊躇する大きな要因の一つとなっています。 

このため、国・県へ要請しながら、ひとり親家庭をはじめ子育て家庭の状況に応じて必要な

経済的負担が軽減されるよう取り組んでいくことが求められています。 
 

＜施策の目標と体系＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
  

※    は、前期からの変更箇所

延長保育の充実や保育サービス評

価の実施 

地
域
に
お
け
る
子
育
て
の
支
援 

 
 
 
 
 
 
すべての子育て

家庭への支援を

充実します 

幼稚園・保育所その他の施設におい

ての子育て支援 

子育て支援事業に関する情報の提

供・子育て相談・交流の充実 

子育てにかかわる様々なネットワ

ークの拡大や地域活動の充実 

児童の居場所づくりの推進 

待機児の解消 

特別保育事業の推進 

子育て家庭への経済的支援 

保育料などの負担軽減 

子育て支援サービ

スの充実 

保育サービスの充

実 

子育て支援のネッ

トワークづくりと

児童の健全育成の

推進 

経済的負担の軽減 

子育て家庭のライフスタイルに合

わせた多様な支援 

〔大分類〕 〔めざす方向〕 〔中分類〕 〔施策の方向〕 
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１ 子育て支援サービスの充実 

すべての子育て家庭への支援を充実させるために、「つどいの広場」や「子育て支援センタ

ー」の開設や増設をし、利用状況も堅実な伸びを示しているほか、各地域の公民館を中心に自

主的に行われている親子の交流を促進する活動に対する支援などを行ってきました。 

しかし、個々の事業をみると、ファミリー・サポート・センター事業も地域に定着し、順調

な利用が見られる反面、利用ニーズとサービス提供とのギャップが生じているなどの問題も残

されており、引き続き、市民の理解と協力を求めながら地域での広がりのある子育て支援サー

ビスを提供していく必要があります。 

また、アンケート調査結果などに示されるように、仕事をもつ母親の増加や就労形態の多様

化、あるいは専業主婦をはじめとする潜在的な就労ニーズの高さ、ライフスタイルの多様化な

どを考慮すると、引き続き子育て支援ニーズの量的増大や多様化が進むものと見込まれます。 

このため、今後とも幼稚園における預かり保育や一時保育事業、放課後児童クラブの運営、

ファミリー・サポート・センターなどの子育て支援サービスの充実を進めるとともに、新たに

トワイライトステイ事業やショートステイ事業を推進します。 

また、インターネットや携帯電話により、子育て家庭に必要な情報を発信している「子育て

ネットふじさわ」や地域における子育てに関する情報を集約した「子育てガイド」のより一層

の充実をはかるとともに、地域の社会資源の有効活用や子育て支援コーディネーターの育成を

推進します。 

■ つどいの広場の利用状況 ■ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 子育て支援センターの利用状況 ■ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※鵠沼つどいの広場 平成 19 年度 6 月開設・善行つどいの広場 平成 20 年度 7月開設 

※資料：子育て支援課 
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※湘南台支援センター 平成 16 年度 10 月開設 ※資料：子育て支援課 
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■ 子育てひろば（巡回）の利用状況 ■ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■ 子育てふれあいコーナー（あいあい）の利用状況 ■ 
実施場所 
    1～17 ： 地域子供の家 
    18～21： 児童館 

平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度

 1 湘南台 丸太小屋 146 76 40 85  56 
 2 片瀬 片瀬こどもらんど 129 121 133 95  140 
 3 羽鳥 はとりんぼ 237 94 109 61  119 
 4 中里 なかよし砦 149 301 239 181  122 
 5 藤沢 ふじっこ砦 161 127 205 82  85 
 6 鵠沼 鵠っ子とりで 99 118 109 109  167 
 7 村岡 のびのびランド 21 51 62 84  35 
 8 大越 おっこし森ん子ハウス 137 136 71 115  175 
 9 大庭 ちびっ子ドーム 200 158 158 172  245 
10 六会 どんぐりころりん 130 77 48 31  124 
11 長後 わんぱく城 181 171 127 183  262 
12 鵠南 ひょっこり鵠南島 42 45 48 46  76 
13 八松 まつぼっくり 188 249 63 40  84 
14 本町 元気王国 61 152 133 173  186 
15 秋葉台 ちびっ子パラダイス 68 28 27 32  45 
16 高谷 ゆうゆうランド 41 70 51 37  45 
17 俣野 俣野っ子ハウス 142 83 69 68  66 
18 大鋸 鋸っ子ランド  139 190 98 131  181 
19 辻堂 つじどうむ 113 98 66 89  51 
20 鵠洋 わんぱくワールド 284 189 164 147  240 
21 辻堂砂山 ぐうちょきぱあ 140 152 92 121  133 

合  計（人） 2,808 2,686 2,112 2,082  2,637 

 
■ 「ファミリー・サポート・センター」会員の状況 ■ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※資料：子育て支援課 

※資料：子育て支援課
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■ 「ファミリー・サポート・センター」の年間活動件数 ■ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（１）幼稚園・保育所その他の施設においての子育て支援 
＜主な事業＞ 

番号 事業名 事業内容 後期計画での具体的取り組み 区分

1 

幼稚園にお

いての子育

て支援活動

の充実 

幼児期の教育に関する相談
に応じるとともに、必要な情報
の提供及び助言、その他必要な
支援を行います。 

○幼稚園において、幼児期の教育に関
する保護者や地域の人々からの相
談に応じるとともに、必要な情報の
提供及び助言、その他必要な支援を
行います。 

継続

2 

幼稚園の預

かり保育等

に対する助

成 

預かり保育を実施する私立
幼稚園に対し、県の「私立幼稚
園預かり保育推進費補助金交
付要綱」の学校法人単価の 1/2
を助成することにより実施園
を増やし、預かり保育を推進し
ます。 

○幼稚園に在籍している幼児の、教育
時間終了後の預かり保育を推進す
るために、補助金交付を適正に行う
とともに、実施園増に向けた取り組
みを進めていきます。 

○認定こども園の設置を検討する幼
稚園の支援を行います。 

継続

3 

地域育児セ

ンター事業

の充実 

保育所の園庭や遊具の開放、
育児情報交換、行事への参加な
どを通じて、地域の子育て中の
家庭を支援する地域育児セン
ター事業の充実をはかります。

○保育所の園庭や遊具の開放、育児情
報交換、行事への参加などを通じ
て、子育て家庭交流事業、小・中・
高校生と園児との交流、世代間等交
流事業、体験保育、子育て相談など
を行い、地域の子育て中の家庭を支
援する地域育児センター事業の充
実をはかります。 

継続

4 

一時預かり

事業（一時保

育事業）の推

進 

週１日～３日までの就労及
び就学、冠婚葬祭、保護者の疾
病、入院などにより、緊急・一
時的に保育を必要とする児童
に対する一時保育事業を推進
します。 

○一時保育の需要は高く、現状では受
け入れできない場合もあるため、原
則として新設園・改築園に一時保育
の実施を要請し、より多くの希望者
の受け入れをはかります。 

○平成 26 年度までに 12 か所（定員
数 120 名）で実施します。 

継続

※資料：子育て支援課
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